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項   目 主な取組み状況等 所      見 所見に対する回答 

１．地震などの大規模

災害時における旅

客の避難誘導・帰宅

困難者対応に関す

る事項 
（１）地震などの大規

模災害時におけ

る対応体制等 
 

 
 

 

 

 

・ 京浜急行電鉄株式会社（以下「京急電

鉄」という。）では、事故、災害等発生

時における京急グループ全体の対応と

して京急グループ危機管理規程を、鉄道

事業部門における対応として鉄道安全

管理規程を定めており、両規程の下に、

事故、災害等発生時における迅速な救

援、被害の軽減及び早期の復旧を図るこ

とを目的として具体的な事項を定めた

鉄道事故・災害対策規程を制定してい

る。 

・ 鉄道事故・災害対策規程においては、

事故、災害等により多数の死傷者が発生

し、または鉄道本線に長時間支障をきた

す等の場合は、必要に応じて、意思決定、

情報の共有及び伝達の迅速化を図り、旅

客対応、復旧作業及び広報対応等を総合

的に実施するため、鉄道本部長を対策本

部長として、事故発生時には事故対策本

 

 

 

 

 

・ 今後とも、利用者の安全確

保の観点から、万全な態勢を

整えるべく取り組んでいく

ことが期待される。 

 

 

 

 

 

 

・ 引き続き、安全確保のた

め、訓練等を実施し、万全

な態勢を整えてまいりま

す。 
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部を、災害発生時には鉄道災害対策本部

を設置することとしている。特に、東京

都（区部）または神奈川県（横浜市、川

崎市、横須賀三浦地域）、あるいは京急

電鉄設置の震度計で震度５強以上の地

震が発生したときは、特段の手続きを要

せず鉄道災害対策本部を設置すること

としている。 

・ また、当該規程においては、震災時に

おける在宅社員の出勤場所等を定めた

非常召集体制の整備、地震や津波等の際

の駅毎の避難誘導・案内場所の確認及び

選定、災害時優先電話や衛星電話等緊急

通信設備の確保等を定めている。 

 

・ 平成２４年度における避難誘導訓練に

ついては、京急電鉄で計８回実施したほ

か、自治体、警察、消防等と連携した合

同訓練を２回実施している。また、各駅

毎において、年間の駅内教習指導計画を

作成し、指導項目の１つとして、利用者

の避難誘導について、駅係員に対して教

習指導を実施している。 

 

（２）東北地方太平洋

沖地震の発生時

における対応 

・ 平成２３年３月１１日１４時４６分に

東北地方太平洋沖地震が発生したが、地

震発生時において、京急電鉄が設置した
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 地震計１３箇所のうち５箇所で震度５

弱、１箇所で震度５強を計測するととも

に、緊急地震速報を受信したため、乗務

員は直ちに安全な場所に全列車を停止

させた。その後、京急電鉄では、災害対

策本部を設置し、利用者の安全確保、施

設の点検等を行った。 

・ 具体的には、地震発生時に運転してい

た列車６２本のうち、２６本が駅間に停

止したため、安全を確認した上で、その

場で旅客を降車させ最寄り駅まで徒歩

による誘導を行った。 

・ 駅においては、駅構内の巡回、駅務機

器等の点検を実施するとともに、利用者

を広域避難場所等に避難誘導した。 

・ 運転再開については、各路線において

徒歩による設備の安全確認、被災箇所の

点検・復旧、試運転列車による確認等の

作業が地震発生翌日の明け方まで及ん

だため、３月１２日始発から運転を再開

した。 

 

（３）東北地方太平洋

沖地震発生時の

対応を踏まえた

改善策 

 

・ 京急電鉄においては、上記対応により、

利用者の安全確保等を図ったところで

あるが、その後の社内における検証の結

果、帰宅困難者への対応、利用者への運

行情報の提供等の課題が明らかになり、

・ 左のとおり、京急電鉄にお

いては、駅における一時待機

場所の確保、飲料水等の備蓄

品の配備、情報提供の充実な

ど様々な改善策を講じてい

・ 備蓄品の種類追加の検討

については、簡易トイレの

配備を進め、大規模災害時

等で断水が発生した際でも

トイレの提供ができるよう
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今後の大規模災害等に対応するため、以

下の対策を講じているところである。 

・ 東日本大震災時の対応、追浜～京急

田浦間の土砂崩落に伴う列車脱線事

故を踏まえて、事故、災害発生時の対

応を見直し、「事故速報規程」・「緊急

事故処理心得」・「鉄道部門災害対策計

画」・「鉄道本部の災害・事故等に対す

る警戒体制について」の４規程類を統

合し、京急電鉄鉄道事業の事故・災害

対応の基本となる「鉄道事故・災害対

策規程」を定めた。また、鉄道事故・

災害対策規程を踏まえ、利用者の避難

誘導や帰宅困難者対応等に関して、よ

り分かりやすく記載した「事故・災害

発生時対応の手引き」を作成し、全駅

に備え付けるとともに、各駅で実施す

る駅内教習にて駅係員に教習を実施

することとした。 

・ 駅構内における一時待機場所につい

ては、全７２駅（他社との共同使用委

託駅を除く。以下同じ）のホームを除

いた改札内外において、一時待機スペ

ースを検証し、合計で約１万３千人分

のスペースを確認した。 

・ 飲料水等の備蓄品については、駅に

おける一時待機可能人数を基に、帰宅

るところである。しかしなが

ら、備蓄品の種類について

は、現在、飲料水、アルミ製

ブランケット、レジャーシー

トとなっており、災害時にお

いては、食料の不足や水道管

の破裂等によりトイレが使

用できなくなるなどの事態

も想定されるため、簡易食料

や簡易トイレ等備蓄品の種

類の追加について、引き続き

検討の上、取り組むことが期

待される。 

 

・ また、平成２４年９月１０

日、内閣府及び東京都が共催

し、総務省、国土交通省、首

都圏の地方自治体や放送・通

信・輸送等関連事業者が参加

する「首都直下地震帰宅困難

者等対策協議会」において最

終報告がとりまとめられ、大

規模災害時における帰宅困

難者発生により生じる社会

的混乱を防止するため、 

・ 「大規模な集客施設や駅

等における利用者保護ガイ

準備を進めてまいります。 

  簡易食料については、内

容、数量、配布方法など様々

な与件を確認し検討を進め

てまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 「首都直下地震帰宅困難

者等対策協議会」の最終報

告および各ガイドラインを

踏まえ、鉄道事業者として

帰宅困難者対策や自ら取り

組むことが可能な事項につ

いては、必要性を検討のう

え進めてまいります。 

  また、駅前滞留者対策協

議会などが設置され、鉄道

事業者に対して参加するよ

う依頼があった場合には、

積極的に参加いたします。 
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困難者が最も多く発生すると想定さ

れる平日昼１２時台の京急電鉄の利

用者数を加味して、約１万３千人分の

備蓄品を配備した。備蓄品の１人当た

りの数量は、飲料水１本、アルミ製ブ

ランケット１枚である。このほか、地

面に敷くレジャーシートを配備して

いる。 

・ 運行情報については、東日本大震災

時に京急ホームページに掲載の鉄道

運行情報へのアクセスが集中し、利用

者が閲覧できない状況が一時的に発

生したことを受け、平成２３年７月１

４日から公式Twitterアカウントによ

る列車運行状況の配信を行うことと

した。また、他社線を含めた運行情報

案内表示器（ＬＣＤ式）を利用者数の

多い品川駅、京急蒲田駅、横浜駅、羽

田空港国内線ターミナル駅の４駅の

全改札に設置し、情報提供の充実を図

ることとした。 

・ 災害時などの通信規制による固定、

携帯電話の使用が困難な場合におい

ても、関係機関と連絡がとれるよう、

警視庁緊急直通電話、衛星携帯電話、

ＪＲ電話を導入した。 

・ 関係地方自治体、警察、消防、周辺

ドライン」（大規模な集客施

設や駅等の事業者が利用者

保護を適切に行うための参

考となる手順等を示したも

の） 

・ 「駅前滞留者対策ガイド

ライン」（駅周辺の事業者や

学校等からなる駅前滞留者

対策協議会を設置しようと

する地方公共団体におい

て、地域の行動ルールに基

づき混乱を防止する共助の

取組を円滑に実施する際の

参考となる手順等の具体的

な内容を示したもの） 

 などが策定された。 

  この最終報告を踏まえ、鉄

道事業者自ら取り組むこと

が可能な事項については、引

き続き積極的・計画的に取り

組むことが必要である。 

 

・ また、一時待機場所につい

ては利用者を円滑に誘導で

きるよう駅係員に周知徹底

し、備蓄品については大規模

災害発生時に容易に配布で

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 訓練を定期的に実施し、

備蓄品に関しては、適切な

管理を行ってまいります。 
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企業と合同で品川駅、京急蒲田駅、京

急川崎駅、横浜駅において、駅構内か

ら一時滞在施設への誘導、情報提供等

を内容とした帰宅困難者対策訓練を

実施するとともに、当該団体で構成さ

れる協議会に参加し、対策を進めてい

る。 

 

・ さらに、京急電鉄においては、自治体、

警察、消防、周辺事業者等を構成員とし

た協議会等に参加し、帰宅困難者対策を

協議しているところである。 

 

きるようにするとともに、適

切な方法で管理することに

より、大規模災害発生時に即

応できる態勢を整えること

が期待される。 

 

 

 

・ 今後とも、他の自治体にお

いて協議会等が設置され、京

急電鉄に対して参加要請が

あった場合には、積極的に参

加するとともに、利用者の安

全確保など鉄道事業者とし

て取り組むべき事項につい

ては、積極的に取り組むこと

が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 自治体より、協議会等へ

の参加要請があった場合に

は、積極的に参加いたしま

す。 

 

２．運賃等に関する事

項 
（１）運賃・料金の誤

表示・誤収受等に

ついて 
 

 

 

・ 京急電鉄においては、前回監査時以降、

釣銭の誤装填防止のための券売機硬貨

部のスケルトン化や新型自動券売機・精

算機への切替などの駅務機器改善や、マ

ニュアル等の再確認などの誤表示・誤収

受の防止に努めているが、平成２３年９

月の北品川駅での釣銭未放出、平成２５

 
 
・ 運賃の適切な収受は、鉄道

事業者の社会的信用に関わ

る重要な課題であることか

ら、来春の消費税率引き上げ

に伴う運賃改定があること

も踏まえ、誤表示・誤収受の

防止対策をより一層強化す

 

 

・ 今後とも、公共交通機関

としての社会的信頼を維持

すべく、誤表示・誤収受の

防止対策の徹底を図ってま

いります。 
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年１１月の京急蒲田駅における掲示運

賃表誤表示などが発生している。 

 

る必要がある。 

 

（２）福祉割引につい

て 
 

・ 京急電鉄では、身体障害者及び知的障

害者に対する運賃の割引措置が導入さ

れているが、単独乗車の場合は距離制限

の条件が設定されている。また、精神障

害者に対する運賃の割引措置は導入さ

れていない。 

 

・ 国土交通省では、福祉割引

について、精神障害者に対す

る割引の導入や単独乗車の

場合の距離制限の条件の撤

廃、障害者用のＩＣカード

（定期を除く）の導入等の要

望が障害者団体等から寄せ

られていることから、これら

の要望を踏まえ、関東運輸局

を通じて、京急電鉄に対して

も理解と協力を求めている

ところであり、検討するよう

期待する。 

 

 

・ 福祉割引は、原則として

介護者との同乗時に割引を

行うべきものと考えており

ます。その他の要望への対

応は、負担のあり方などを

公的機関や他の鉄道事業者

と協調して検討してまいり

ます。 

 

３．輸送障害時におけ

る文字による運行

情報の提供に関す

る事項 
（１）ホーム、改札口

付近、車両におけ

る文字による運

行情報の提供に

関する取組状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 文字による運行情報の提供

は、例えば、緊急時にどのよ

うに対応するのか、また、列

車が遅延した場合に運行再

開を待つか振替輸送を利用

するかなど、次にどのような

行動をとるかを判断するた

めに有意義なものであり、特

に聴覚に障害のある方にと

・ 適切かつ迅速に、運行情

報の提供を行うべく、より

分かりやすい表示内容等を

検討してまいります。 
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  ① ホーム・改札

口付近におけ

る取組状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・ 京急電鉄の全７２駅のホーム・改札口

付近については、ＬＥＤ式・ＬＣＤ式の

案内表示器のいずれかを設置しており、

列車の行先や発車時刻等を表示するほ

か、輸送障害時には運行情報を表示する

こととしている。その設置台数は、列車

の行先・発車時刻と運行情報を表示する

列車発車案内表示装置（ＬＥＤ式）１０

６台、運行情報のみを表示する運行情報

案内表示器（ＬＥＤ式）７７台、列車の

接近表示と運行情報を表示する列車接

近案内表示器（ＬＥＤ式）１２２台、列

車の行先・発車時刻と路線図により運行

情報を表示する運行情報案内表示器（Ｌ

ＣＤ式）１０台を設置している。 

・ 特に、運行情報案内表示器（ＬＣＤ式）

については、路線図により支障区間、振

替輸送先、列車の運行情報等を視覚的に

分かりやすく表示しており、現在、利用

者数の多い品川駅、京急蒲田駅、横浜駅、

羽田空港国内線ターミナル駅の４駅の

全改札に設置している。運行情報案内表

示器（ＬＣＤ式）については、増設する

予定であり、設置駅、設置数等の具体的

な計画は今後、検討することとしてい

る。 

・ 上記の全ての案内表示器については、

っては、重要なものである。

このため、各駅や車両等にお

ける文字による運行情報の

提供については、引き続き、

その内容や表示の仕方を充

実させることが期待される。
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  ② 車両内にお

ける取組状況 
 
 
 
 
 
 
 
（２）ホームページ等

における文字に

よる運行情報の

提供に関する取

組状況 
 

列車が所定の時刻より１０分以上遅延

するといった輸送障害が発生した場合

に、運輸司令所から一斉に配信された運

行情報を表示することとしている。 

・ なお、案内表示器については、表示で

きる文字数に制限があるため、より詳細

な情報については、改札口付近に設置す

る急告板に表示するとともに、必要に応

じて駅係員が聴覚障害者に対し筆談器

で対応できるよう体制が整えられてい

る。 

 

・ 車両については、全車両７９０両のう

ち１５４両について、乗降ドアの上部に

列車内運行情報案内表示器（ＬＣＤ式）

を設置しており、通常時には次駅、停車

駅などの案内表示をしており、輸送障害

時には各駅の案内表示器と同様に運輸

司令所から一斉に配信された運行情報

を表示することとしている。 

 

・ 京急電鉄においては、自社のホームペ

ージに加え、京急まちＷｅｂ（携帯サイ

ト）及びツイッターでも運行情報を提供

している。いずれも、列車が所定の時刻

より１０分以上遅延するといった輸送

障害が発生した場合に、運輸司令所から
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一斉に配信された運行情報を表示する

こととしている。 

 

４．ＩＣカードに係る

情報管理に関する

事項 

（１）利用履歴等の個

人情報の保護に

関する内部規程

等の整備につい

て 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）個人情報を取り

扱う職員に対す

るセキュリティ

対策について 

 

 

 

 

 

・ 京急電鉄においては、ＩＣカード乗車

券「ＰＡＳＭＯ」を平成１９年３月から

導入している。ＰＡＳＭＯの取扱いに係

る個人情報の保護は、㈱パスモが定めて

いる「ＩＣカード乗車券業務運用マニュ

アル」に基づき、対応することとされて

いる。 

・ また、京急電鉄では、「個人情報保護

規程」を作成しており、その中で会社に

おける体制の整備や取扱マニュアルの

整備等基本的な事項を定め、「個人デー

タ保護取扱マニュアル」において、具体

的に個人情報の取得・管理・利用につい

て、わかりやすく解説している。 

 

・ 平成２４年度に「機密保存帳票類の保

管方および確認方」の変更について各駅

所長あてに周知徹底を行い、従来の各駅

でのビニール袋等による保管から、機密

保存帳票袋（封筒）に帳票類を収納の上、

鍵のかかる保管庫での保管としている。

 

 

 

・ 今後とも引き続き、個人情

報の情報管理体制を維持し、

情報漏えい防止のための取

り組みを継続することが望

まれる。 

 

 

 

 

・ 今後とも、個人情報の管

理体制および情報漏洩防止

に、継続して取り組んでま

いります。 
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（３）情報管理体制に

ついて 

 

 

 

（４）情報漏えい防止

のための対策に

ついて 

 

さらに、帳票類の収納及び開封時には、

日付の記入と担当者印を割印し、開封有

無の確認等のため「個人情報書類・廃棄

処理確認簿」を作成するなど、個人情報

保護の取り組みが強化されている。 

 

・ 総務担当役員を保護統括責任者とし、

以下、本社の各部門に保護責任者と取扱

主任者を置き、各部門の所管会社までの

体制が整えられている。 

 

・ 特に、ＰＡＳＭＯに関しては、「ＩＣ

カード乗車券業務運用マニュアル」によ

り、カード内情報を機器に表示する際の

注意点など厳正な取り扱いを定め、氏

名、生年月日及び連絡先等の個人情報

と、これを容易に検索可能な状態で管理

する個人データについて、厳正に取り扱

うこととされている。 

 

（５）情報漏えい発生

時における対応

体制について 

  ① スムーズな

対応措置実施

のための手順

書の整備につ

 

 

 

・ 「個人データ保護取扱マニュアル」の

中で、個人データの紛失、漏えい、滅失

等の危機が発生した場合の緊急時の対

応の流れを定めている。 
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いて 

 

  ② 情報管理に

関する研修等

の実施につい

て 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ③ 保守サービ

ス会社との連

携体制の構築

について 

 

 

 

・ 職員に対する教育として、毎月さまざ

まなテーマを指導項目とする駅内教習

を実施している。情報漏えい防止のため

の機密書類・着札管理について、複数の

月で重点的なテーマとする指導項目の

一つとされており、教習資料には実際の

機密書類保管庫の写真を用いて、管理方

法や注意事項を具体的に示している。 

・ 機密書類・着札管理について、使用済

み乗車券の保管方・回収方法変更、機密

書類の保管方および確認方の変更、個人

情報の開示請求等の問い合わせ先変更

等、取扱いに変更が生じるたびに社内通

達を発出するとともに、他社の不正事例

を受け、駅内教習等の活用による指導徹

底とマニュアルの再確認について周知

している。 

 

・ 「駅務機器保守運用業務仕様書」の中

で、自動券売機、自動精算機、自動改札

機等の機器にシステム障害等が発生し

た場合の各メーカー等の対応窓口が定

められており、保守サービス会社との連

絡体制が構築されている。 

 

 

 

・ 左記の駅内教習は、新入社

員、職種変換社員、現場の駅

社員に対して行われており、

教習の中で小テストによる

再確認など、効果的な教習が

行われているものと考える。

 

 

 

・ 引き続き、情報管理に対

する研修等を実施し、社員

に対して意識付けを行って

まいります。 
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（６）情報漏えい事案

の発生状況につ

いて 

 

・ 情報漏えい事案は発生していないが、

駅係員による不正事案が２件発生して

いる（平成２１年及び平成２３年）。い

ずれも私物のＩＣカード乗車券につい

て、業務外で不正乗車防止システムを使

用し、勤務駅までの無賃乗車を行ってい

たものである。 

 

・ ２件は、駅業務を委託して

いる関連会社の社員とアル

バイト社員によるものであ

り、それぞれに退職等の厳正

な処分が行われているが、駅

業務を取り扱う者に対して

は改めて周知徹底の上、再発

防止に努められたい。 

 

・ 個人情報の保護は重要な課

題であることから、引き続

き、関連会社の社員も含めた

教育を徹底するなど、個人情

報の漏えい事案等を可能な

限り防止するための取り組

みを実施するとともに、万が

一発生した場合の当省への

速やかな報告についても徹

底されたい。 

 

 

・ 今後も、不正等の事案が

発生しないよう、再発防止

に努めるとともに教育体制

の強化を図ってまいりま

す。 

 

 

 

 

・ 全駅係員には今後も定期

的に教育を行い、引き続き

厳正な管理を徹底するとと

もに、万が一発生した場合

には、速やかに報告できる

体制を整えてまいります。 

 

５．その他のサービス

に関する事項 

（１）女性等に配慮し

た車両（いわゆる

「女性専用車」）

について 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 女性専用車については、特

に男性利用者の理解と協力

が不可欠であることから、導

入の趣旨及び利用実態等を

 

 

・ お客様にご理解のうえ継

続的に周知を図ってまいり

ます。 
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  ① 導入状況 

 

 

 

 

 

 

  ② 利用者に対

する周知・案内

方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ③ 職員に対す

る教育等 

 

・ 平日の朝ラッシュ時間帯、本線及び久

里浜線方面からの品川行き上り列車６

本の先頭車両１両を女性専用車として

いる。平成１７年５月から半年間の試行

を経て、現在においても継続されてい

る。 

 

・ 停車駅の時刻表で該当列車を表示し、

ホーム上の乗車位置や該当車両の窓へ

ステッカーを掲出するとともに、駅や車

内での放送による周知を行っている。ま

た、会社のホームページや鉄道安全報告

書へも掲載している。 

・ 利用者からの意見や要望は年間数十件

程度であり、そのほとんどが廃止してほ

しいという内容であるが、駅などの現場

で特段のトラブルは発生していない。 

 

・ 試行導入に先だって、「女性専用車」

取り扱いマニュアルを作成し、駅での整

列のお願いなどの基本的な取り扱いか

ら、車内放送の文案や様々な場面に応じ

たトラブルへの対処といった現場にお

ける具体的な対応方法を示して、職員に

対する教育を実施している。 

 

 

踏まえた丁寧な対応を継続

していくことが望まれる。 
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（２）ハンドル形電動

車いすに係る対

応状況 

  ① 対応マニュ

アルの整備状

況 

 

 

 

 

 

  ② 利用実態、利

用者からの意

見 

 

 

 

 

・ 「駅係員作業基準」、「ハンドル形車

いすの取扱方等について（通達）」のほ

か、接客の実践やトラブル対応をイラス

ト等でわかりやすく紹介した「京急ステ

ーションスタッフサービスガイド」の中

で、ハンドル形電動車いす利用者を含む

移動制約者への対応方を周知している。

 

・ 関東を中心とする他の大手鉄道事業者

と同様に、事前申請により鉄道施設利用

証ステッカーを交付し、ハンドル形電動

車いすに貼付することで、駅等の現場に

おける利用者条件の確認を省略可能と

しており、平成２４年度の交付実績は１

件である。平成２４年度の乗車実績は、

車いす利用者全体の約７万３千件に対

し、ハンドル形電動車いす利用者は２９

件である。 

・ また、車いす利用者から、駅係員同士

の連絡不徹底やホーム拡幅等に関する

意見や要望が、年間平均で十数件程度あ

るものの、大きなトラブルには至ってい

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ なお、高齢者や車いす利用

者等の移動制約者からの介

助要請等に対応するため、駅

業務を行う社員約８００名

のうち、大多数がサービス介

助士（２級）の資格を取得し

ており、計画的な取り組みが

行われてきたものと評価で

きる。利用者が安心して駅を

利用できるよう、資格取得後

の教育等、継続的な対応が望

まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 引き続き、サービス介助

士（２級）の資格取得を推

進してまいります。また、

さらにスキルアップを行う

ための研修を実施し、安心

してご利用いただける駅を

目指してまいります。 
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（３）その他の旅客サ

ービス等 

  ① 外国人向け

の案内情報（表

示） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 京急電鉄は羽田空港へのアクセス路線

を有しており、「外国人観光旅客の旅行

の容易化等の促進による国際観光の振

興に関する法律」に基づき、情報提供促

進措置を講ずべき区間が指定されてい

る。 

・ このため、情報提供促進実施計画を作

成し、４カ国語（日本語、英語、中国語、

韓国語）による案内表示について、平成

２４年度からの５カ年で、指定区間外の

駅も含め全駅で実施する予定としてい

る。 

・ 列車内での表示においてもリアルタイ

ムの情報を提供するため、車両の新造時

には視覚的に分かりやすいＬＣＤ（液晶

ディスプレイ）表示を導入するほか、従

来のＬＥＤ（文字列）からＬＣＤ表示へ

の改造も計画的に行う予定としている。

・ また、平成２２年１０月の羽田空港国

際線ターミナル駅の開業と同時に、全駅

でナンバリングを導入しており、外国人

にとって分かりやすい案内表示に努め

ている。 

 

 

・ 特に、７年後の平成３２年

（２０２０年）に開催予定の

東京オリンピック・パラリン

ピックに向けて、これまで以

上に多くの外国人や移動制

約者への対応が必要になる

と考えられることから、今

後、会場や日程等の具体的な

内容が決定していくに伴い、

サービススタッフの更なる

増員や配置等、適切に対応す

ることが望まれる。 

 

・ 京急ツーリストインフォ

メーションセンターでの案

内強化や４カ国語表記の推

進を検討していくととも

に、東京オリンピック・パ

ラリンピック全体の概要に

合わせスタッフの配置等を

考慮してまいります。 
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  ② 外国人向け

の案内情報（案

内所） 

 

・ 羽田空港国際線ターミナル駅には、外

国人観光案内所として京急ツーリスト

インフォメーション（京急ＴＩＣ）が設

置され、４カ国語対応のコンシェルジュ

を常時配置し、外国人旅行者をサポート

するための充実した情報サービスを提

供しており、日本政府観光局による外国

人観光案内所の認定制度において、最高

ランクであるカテゴリー３に認定され

ている。 

 


